
令和８年度船橋市住まいの防犯対策補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、船橋市住まいの防犯対策補助金（以下「補助金」という。）を交付す

ることにより、市民が防犯対策物品を購入し設置することを促進し犯罪に対する抑止力

の向上を図り、もって安心・安全なまちづくりに寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 ⑴ 防犯対策物品 申請者が現に居住している住宅に防犯を目的として令和８年４月

１日以降に購入し設置する物品のうち、別表に掲げるものその他市長が認めるものを

いう。ただし、令和７年４月１日以降に購入した物品で、やむを得ない事情により令

和８年３月３１日までに補助金の交付申請ができなかったものを含む。 

 ⑵ 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分（建物の区分所有等に関する法律

（昭和３７年法律第６９号）第２条第４項に規定する共用部分及び賃貸住宅の居住用

部分以外で居住者全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分を除く。）をい

う。 

⑶ 補助対象経費 防犯対策物品（以下「物品」という。）の購入及び設置に要した費

用をいう。 

 ⑷ 申請者 船橋市住まいの防犯対策補助金交付申請書（第１号様式）（以下「申請書」

という。）の提出日において市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されてい

る者その他市長が特に必要があると認める者であって、補助金の交付を受けようとす

る者をいう。 

（補助金の額等） 

第３条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の総額の２分の１の額とし、

当該額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。ただし、

補助対象経費の総額の２分の１の額が１，０００円未満であって、当該額に１０円未満

の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。 

２ 補助金の交付は、１世帯につき１回限りとし、２万円を限度とする。 

 （交付申請） 

第４条 申請者は、申請書に次の各号に掲げる書類等の写しを添えて申請しなければなら



ない。ただし、第１号及び第２号に掲げる書類にあっては、提示により市長が当該書類

の内容を確認することができるときは、その添付を要しない。 

 ⑴ 申請者の氏名、住所及び生年月日が確認できる公的機関が発行した書類（有効期限

内のものに限る。） 

 ⑵ 領収書その他の物品の購入日、購入金額及び物品名が確認できる書類 

 ⑶ 振込先金融機関名、支店名（支店番号）、口座番号、口座名義が確認できる書類 

 ⑷ 物品を設置したことが確認できる写真 

２ 前項第３号に掲げる書類は、申請者の名義の書類とする。 

 （申請期間） 

第５条 前条の規定による申請の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

とする。 

 （交付決定） 

第６条 市長は、第４条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可

否を決定し、その旨を船橋市住まいの防犯対策補助金交付可否決定通知書（第２号様式）

により、申請者に通知するものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第７条 市長は、前条の規定による通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。 

⑵ 船橋市暴力団排除条例（平成２４年船橋市条例第１８号）第２条第２号に規定する

暴力団員であることが判明したとき。 

 （補助金の返還） 

第８条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該

取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、船橋市

住まいの防犯対策補助金返還命令書（第３号様式）により交付した補助金の全部又は一

部に相当する額の返還を命ずるものとする。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

   附 則 



 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  



別表 

 防犯対策物品 

防犯４原則 物品名 

音 センサー付きアラーム 

ガラス破壊センサー 

防犯砂利 

目 防犯カメラ（以下の条件のすべて満たすもの） 

ア 設置場所が自身の居住範囲内であるこ

と。 

イ 共用部に撮影範囲が及ぶ場合は、所有者

等の同意を得ていること。 

光 センサーライト 

時間 窓への補助錠 

防犯性能の高い玄関錠 

玄関補助錠 

面格子 

防犯ガラス 

防犯フィルム 

サムターンカバー 

ガードプレート 

ドアチェーン 

その他 インターホン連携型防犯カメラ 

録画機能付きドアホン 

ドアスコープカメラ 

ダミーカメラ 

 

  



第１号様式 

 
船橋市住まいの防犯対策補助金交付申請書 

 

船橋市長 あて 
 

船橋市住まいの防犯対策補助金の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 
 

申
請
者
（
振
込
先
口
座
名
義
人
） 

住所 
（物品設置地） 

〒    － 申請日    年   月   日 

船橋市 

フリガナ  

氏名 
                                     

生年月日  □大正 □昭和 □平成 □令和 □西暦     年   月   日 

電話番号 ※申請内容に不備等があった場合にはご連絡します。 

メール 

アドレス 
※申請内容に不備等があった場合にはご連絡します。 

振込先口座（申請者名義のものに限る。） ※どちらか片方を記載してください。 

□ 

銀行 

金庫 

組合 

農協 

店 

支店  

出張所 

□普通 

□当座 

金融機関コード 店番号 口座番号 

              

口座名義 
（カタカナ） 

 

□ ゆうちょ銀行 
□普通

□貯蓄 

金融機関コード 店番 口座番号 

9 9 0 0           

口座名義 
（カタカナ） 

 

 

 

購
入
・
設
置
内
容 

防犯対策物品 

□ センサー付きアラーム □ ガラス破壊センサー □ 防犯砂利 

□ 防犯カメラ □ センサーライト □ 窓への補助錠 

□ 防犯性能の高い玄関錠 □ 玄関補助錠 □ 面格子 □ 防犯ガラス 

□ 防犯フィルム □ サムターンカバー □ ガードプレート 

□ ドアチェーン □ インターホン連携型防犯カメラ 

□ 録画機能付きドアホン □ ドアスコープカメラ □ ダミーカメラ 

□ その他（                     ）  ※複数選択可 

購入年月日   年  月  日 ※複数の物品を一緒に申請する場合は最も早い年月日を記入 

設置年月日   年  月  日 ※複数の物品を一緒に申請する場合は最も遅い年月日を記入 

 

 

補助対象経費 円 交付申請額 円 

 

 

裏面にも記入事項があります。 

  

 

印 印 



●下記の内容をお読みいただき、        ●下記の内容をお読みいただき、 

チェック欄にご記入をお願いします。      チェック欄にご記入をお願いします。 

誓約書及び同意事項  申請に必要な書類（写しで可） 

１ 申請内容に虚偽はありません。 

２ 同一世帯において過去に本補助金の申請

をしていません。 

３ 審査のために住民基本台帳等の確認を行

うことや資料提供を官公署に求めること

に同意します。 

４ 船橋市暴力団排除条例第 2条第 2号に規

定する暴力団員ではありません。 

５ （賃貸の場合）防犯対策物品の設置を行

うことについて、所有者等に同意を得て

います。 

６ （防犯カメラ等の撮影機器を設置の場

合）設置場所及び撮影範囲等は申請者の

住宅の敷地内です。やむを得ず他人の住

宅等が撮影範囲に入る場合はその所有者

又は使用者に同意を得ています。また、

近隣住民等のプライバシーの保護に留意

しています。 

１ 申請者の氏名、住所及び生年月日が確認

できる公的機関が発行したもの（有効期

限内のものに限る。） 

例：マイナンバーカード（表面）、運転免

許証（両面） 

２ 振込先金融機関名、支店名（支店番号）、口

座番号、口座名義が確認できるもの（申

請者名義のものに限る。） 

例：通帳、キャッシュカード 

３ 購入日、購入金額及び物品名がわかるも

の 

例：領収書、レシート 

４ 防犯対策物品を設置したことが確認でき

る写真 

  例：画像データ、画像データをプリント

アウトしたもの 

チェック欄 

☐私は、上記の事項に誓約・同意します。 

 チェック欄 

☐申請書に上記４点の書類を添付しまし

た。 

 

表面の申請内容に記載漏れ等がないか、必ずご確認ください。  



第２号様式 
 

船橋市住まいの防犯対策補助金交付可否決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

船橋市長    

 

 

    年  月  日付けで申請のあった船橋市住まいの防犯対策補助金の交付につい

て、下記のとおり決定したので、通知します。 

 

記 

 

１ 補助金を交付します。 

     交付決定額       円 

 

２ 補助金を交付しません。 

 （理由） 

 

 

 

 

 

  



第３号様式 

 

船橋市住まいの防犯対策補助金返還命令書 

 

第     号 

年  月  日 

 

   様 

 

船橋市長    

 

 

     年  月  日付け  号の船橋市住まいの防犯対策補助金の交付決定につい

て、下記のとおり補助金の返還を命ずる。 

 

 

記 

 

返還すべき金額              円 

返還期限 年  月  日 

返還を命ずる理由  

返還方法  

 

 

 

 


